
○
財
務
省
告
示
第
六
十
九
号

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
中
華
人
民
共
和
国
及
び
ス
ペ
イ
ン
各
国
産
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
係
る
関
税
定
率
法
第
八

条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
調
査
開
始
の
件
（
平
成
二
十
四
年
財
務
省
告
示
第
三
百
四
十
一
号
）
で
告
示
し
た
関
税
定

率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
二
十
七
項
の
調
査
の
結
果
、
ス
ペ
イ
ン
、
中
華
人
民
共
和
国
及

び
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
不
当

廉
売
関
税
を
課
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令

第
四
百
十
六
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
五
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

一

関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
品
名
、
銘
柄
、

型
式
及
び
特
徴

㈠

品
名

電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン

㈡

銘
柄
、
型
式

法
の
別
表
第
二
八
二
〇
・
一
〇
号
に
掲
げ
る
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
（
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て

製
造
し
た
も
の
で
な
い
旨
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
発
給
す
る
証
明
書
に

よ
り
証
明
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
証
明
書
が
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を

除
く
。
）



㈢

特
徴

主
と
し
て
、
電
池
の
材
料
に
用
い
ら
れ
る
。

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
供
給
国

ス
ペ
イ
ン
、
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
「
中
国
」
と
い
う
。
）
及
び
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
（
以
下
「
南
ア
フ
リ

カ
」
と
い
う
。
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間

平
成
二
十
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
四
日
ま
で
の
期
間
（
法
第
八
条
第
二
十
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日
よ
り
延
長
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。
）

四

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
及
び
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論

㈠

本
件
調
査
の
対
象
と
な
る
貨
物
（
以
下
「
調
査
対
象
貨
物
」
と
い
う
。
）

指
定
貨
物
（
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
百
九
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る
も
の
以
外
の
も
の

㈡

本
件
調
査
の
対
象
と
な
る
期
間
（
以
下
「
調
査
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）

イ

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
指
定
さ
れ
た
期
間
（
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す

る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
満
了

後
に
継
続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三



月
三
十
一
日
ま
で
（
た
だ
し
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
貨
物
の

生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
」
（
以
下
「
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透

し
て
い
る
事
実
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
）

ロ

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
が
指
定
さ

れ
た
期
間
の
満
了
後
に
継
続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
指
定
さ
れ
た
期
間
の
満
了
後
に
継
続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ

れ
に
関
す
る
事
項

調
査
当
局
が
知
り
得
た
供
給
者
に
対
し
て
質
問
状
を
送
付
し
た
が
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
情
報

が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
六
条
の

実
施
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
協
定
」
と
い
う
。
）
第
六
・
八
条
に
規
定
す
る
「
知
る
こ
と

が
で
き
た
事
実
」
に
基
づ
き
、
不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
指
定
さ
れ
た
期
間
の
満
了
後
に
継

続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ
れ
に
つ
い
て
認
定
し
た
。

イ

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
（
以
下
「
不
当
廉
売
の
事
実
」
と
い
う
。
）

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
不
当
廉
売
差
額
」
は
、
原
産
国
に
お
け
る
消
費
に
向
け
ら
れ
る
調
査
対



象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
通
常
の
商
取
引
に
お
け
る
価
格
の
加
重
平
均
（
以
下
「
正
常
価
格
」
と
い
う
。
）

と
、
本
邦
へ
の
輸
出
の
た
め
に
販
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
価
格
の
加
重
平
均
（
以
下
「
輸
出
価
格
」
と

い
う
。
）
と
の
差
額
と
し
、
不
当
廉
売
差
額
を
輸
出
価
格
で
除
し
て
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
す
る
こ
と
と

し
た
。

た
だ
し
、
正
常
価
格
に
つ
い
て
は
、
原
産
国
に
お
け
る
消
費
に
向
け
ら
れ
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨

物
の
通
常
の
商
取
引
に
お
け
る
価
格
が
な
い
場
合
に
は
、
原
産
国
か
ら
本
邦
以
外
の
国
に
輸
出
さ
れ
る
同
種

の
貨
物
の
輸
出
の
た
め
の
販
売
価
格
（
以
下
「
第
三
国
向
け
輸
出
価
格
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
中
国
を
原
産
地
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
正
常
価
格
に
つ
い
て
は
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
中
国
と
比
較
可
能
な
最
も
近
い
経
済
発
展
段
階
に
あ
る
国
（
以
下
「
代
替
国

」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
消
費
に
向
け
ら
れ
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
通
常
の
商
取
引
に
お
け
る

価
格
又
は
代
替
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
輸
出
の
た
め
の
販
売
価
格
の
い
ず
れ

か
の
価
格
（
以
下
「
代
替
国
販
売
価
格
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

ス
ペ
イ
ン

（イ）

調
査
当
局
が
知
り
得
た
供
給
者
に
対
し
て
質
問
状
を
送
付
し
た
が
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な

情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
に
よ
り
、
不
当
廉
売
の
事
実
を
検
討



す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
正
常
価
格
算
出
の
た
め
第
三
国
向
け
輸
出
価
格
を
用
い
て
、

不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、
十
二
・
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
を
原
産
地
と
す
る

調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
不
当
廉
売
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

中
国

（ロ）
Ａ

供
給
者

調
査
当
局
が
知
り
得
た
供
給
者
に
対
し
て
質
問
状
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
中
華
人
民
共
和
国
及
び
ス
ペ
イ
ン
各
国
産
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
係
る
関
税
定
率

法
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査
開
始
の
件
（
平
成
十
九
年
財
務
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
で
告
示

し
た
法
第
八
条
第
五
項
の
調
査
（
以
下
「
当
初
調
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
必
要
な
情
報
が
提
供
さ

れ
た
、
調
査
対
象
貨
物
の
生
産
者
で
あ
る
貴
州
紅
星
発
展
大
龍
錳
業
有
限
責
任
公
司
（
以
下
「
紅
星
大

龍
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
輸
出
者
で
あ
る
貴
州
紅
星
発
展
進
出
口
有
限
責
任
公
司
（
以
下
「
紅
星
進

出
口
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
初
調
査
に
お
い
て
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
ず
そ
の
他
の
供
給
者
と
さ

れ
た
者
の
う
ち
調
査
対
象
貨
物
の
生
産
者
で
あ
る
広
西
桂
柳
化
工
有
限
責
任
公
司
（
以
下
「
桂
柳
化
工

」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
輸
出
者
で
あ
る
広
州
住
友
商
事
有
限
公
司
（
以
下
「
広
州
住
商
」
と
い
う
。

）
か
ら
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、

指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
。



Ｂ

正
常
価
格

正
常
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、
調
査
当
局
が
知
り
得
た
供
給
者
に
対
し
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透

し
て
い
る
事
実
に
係
る
質
問
状
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
紅
星
大
龍
及
び
桂
柳
化
工
か
ら
回
答
が
得
ら
れ

た
た
め
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
た
が
、
紅
星
大
龍
及
び
桂
柳
化
工
は
当
該
事
実
が
あ
る
こ

と
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
紅
星
大
龍
及
び
桂
柳
化
工

を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
正
常
価
格
に
つ
い
て
は
、
代
替
国
販
売
価
格
を
用
い
る
こ
と
と
し

た
。

Ｃ

輸
出
価
格

紅
星
大
龍
を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
輸
出
価
格
に
つ
い
て
は
、
紅
星
進
出
口
の
本
邦
向
け

輸
出
取
引
価
格
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

桂
柳
化
工
を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
輸
出
価
格
に
つ
い
て
は
、
輸
出
者
で
あ
る
広
州
住
商

が
輸
入
者
で
あ
る
住
友
商
事
株
式
会
社
（
以
下
「
住
商
」
と
い
う
。
）
と
連
合
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

広
州
住
商
及
び
住
商
と
連
合
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
本
邦
内
に
お
い
て
最
初
に
販
売
さ
れ
る
調
査
対

象
貨
物
の
販
売
価
格
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る
価
格
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

Ｄ

不
当
廉
売
差
額
率

紅
星
大
龍
を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、
五
十



乃
至
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
不
当
廉
売
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
当
初
調
査
に
お
い
て

必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
そ
の
他
の
供
給
者
の
う
ち
、
桂
柳
化
工
を
供
給
者
と
す
る
調
査
対

象
貨
物
に
つ
い
て
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、
百
乃
至
二
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
不
当
廉

売
の
事
実
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
他
の
者
を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
は
、
知
る
こ
と
が

で
き
た
事
実
と
し
て
桂
柳
化
工
に
つ
い
て
の
事
実
に
基
づ
き
不
当
廉
売
差
額
率
を
判
断
し
た
結
果
、
不

当
廉
売
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

南
ア
フ
リ
カ

（ハ）

調
査
当
局
が
知
り
得
た
供
給
者
に
対
し
て
質
問
状
を
送
付
し
た
が
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な

情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
に
よ
り
、
不
当
廉
売
の
事
実
を
検
討

す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
正
常
価
格
算
出
の
た
め
第
三
国
向
け
輸
出
価
格
を
用
い
て
、

不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、
十
三
・
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
南
ア
フ
リ
カ
を
原
産
地
と
す

る
調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
不
当
廉
売
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

ロ

不
当
廉
売
の
事
実
が
継
続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ
れ

各
供
給
国
を
原
産
地
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
に
つ
い
て
不
当
廉
売
の
事
実
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
各
国
の

供
給
者
に
は
相
当
程
度
の
余
剰
生
産
能
力
が
あ
り
、
追
加
的
な
増
産
を
吸
収
で
き
る
自
国
市
場
及
び
海
外
市

場
は
存
在
し
な
い
状
況
が
認
め
ら
れ
た
。



以
上
か
ら
、
不
当
廉
売
の
事
実
が
指
定
さ
れ
た
期
間
の
満
了
後
に
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
定
し
た
。

㈣

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
が
指
定
さ
れ

た
期
間
の
満
了
後
に
継
続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項

イ

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
（
以
下
「

不
当
廉
売
輸
入
に
よ
る
損
害
の
事
実
」
と
い
う
。
）

本
邦
に
お
け
る
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
量
は
、
現
行
の
不
当
廉
売
関
税
に
係
る
措
置
に
よ
り
、
一
旦
は

（イ）
大
幅
に
減
少
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
本
邦
生
産
者
の
国
内
販
売
量
を
奪
い
つ
つ
急
速
に
増
加
し
て
お
り
、

本
邦
の
産
業
の
同
種
の
貨
物
と
引
き
続
き
競
争
状
態
が
認
め
ら
れ
る
。

本
邦
の
産
業
に
与
え
る
損
害
に
係
る
指
標
の
う
ち
、
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
増
加
の
影
響
を
受
け
、

（ロ）
販
売
量
、
売
上
高
、
利
潤
、
生
産
高
（
生
産
量
）
、
市
場
占
拠
率
、
生
産
性
、
投
資
収
益
、
稼
働
率
、
在

庫
の
各
指
標
が
悪
化
し
て
お
り
、
本
邦
の
産
業
は
損
害
を
受
け
や
す
い
脆
弱
な
状
況
に
あ
る
。

ロ

不
当
廉
売
輸
入
に
よ
る
損
害
の
事
実
が
継
続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ
れ

調
査
対
象
貨
物
の
本
邦
に
お
け
る
販
売
価
格
は
、
指
定
さ
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
は
、
現
行
の

（イ）
不
当
廉
売
関
税
と
同
等
程
度
下
落
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
㈢
ロ
の
と
お
り
、
各
供
給
者
の
余
剰
生
産
能
力
は
本
邦
以
外
の
市
場
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
難
し
い

（ロ）
状
況
に
あ
る
が
、
一
方
で
、
本
邦
の
市
場
は
現
状
以
上
に
拡
大
す
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
指
定



さ
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
、
本
邦
の
産
業
が
現
在
の
国
内
販
売
量
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
現
在

の
国
内
販
売
価
格
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
直
ち
に
現
行
の
不
当
廉
売
関
税
と
同
等
の
値
下
げ
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
本
邦
の
産
業
は
、
製
造
コ
ス
ト
と
の
比
較
に
お
い
て
、
極
め
て
困
難
な
国
内
販
売
価
格
の

（ハ）
設
定
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
た
と
え
生
産
高
（
生
産
量
）
及
び
国
内
販
売
量
が
平
成
二
十
三

年
度
並
に
維
持
さ
れ
る
と
し
た
と
し
て
も
、
営
業
利
益
の
悪
化
、
雇
用
・
賃
金
の
悪
化
、
研
究
開
発
費
の

削
減
、
融
資
条
件
の
悪
化
に
よ
る
資
金
調
達
力
の
低
下
、
収
入
の
減
少
を
原
因
と
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

ー
の
悪
化
を
招
き
、
ひ
い
て
は
追
加
設
備
投
資
も
で
き
な
く
な
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
邦
の
産

業
は
事
業
継
続
が
極
め
て
困
難
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
不
当
廉
売
輸
入
に
よ
る
損
害
の
事
実
が
指
定
さ
れ
た
期
間
の
満
了
後
に
継
続
し
、
又
は
再

（ニ）
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
定
し
た
。

㈤

調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論

以
上
か
ら
、
不
当
廉
売
の
事
実
が
指
定
さ
れ
た
期
間
の
満
了
後
に
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
不
当

廉
売
輸
入
に
よ
る
損
害
の
事
実
が
指
定
さ
れ
た
期
間
の
満
了
後
に
継
続
し
、
又
は
再
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
期
間
を
延
長
し
、
三
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。



五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
協
定
第
十
二
・
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
さ
れ
る
調
査
当
局
の
認
定
及
び
結
論
の
詳
細
を

記
載
し
た
報
告
書
は
、
財
務
省
及
び
経
済
産
業
省
並
び
に
当
該
各
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

る
。


